
○東京藝術大学『共生社会』をつくるアートコミュニケーショ

ン共創拠点推進機構要項 

 

                            

    

（設置） 

第１条 本学に、東京藝術大学『共生社会』をつくるアートコミュニケーション共

創拠点推進機構（以下「共創拠点推進機構」という｡)を置く。 

（目的） 

第２条 共創拠点推進機構は、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の「共創

の場形成支援プログラム」に採択された「『共生社会』をつくるアートコミュニ

ケーション共創拠点」（以下「拠点事業」という｡)を形成し、「芸術とテクノロジー

の融合による誰もが孤立しない共生社会の実現」に向けた研究開発・社会実装と、

持続的なプラットフォームの構築を行うことを目的とする。 

（組織） 

第３条 共創拠点推進機構は、前条の目的を達成するため、特任教員、特任研究員、

特任事務職員、非常勤講師及びその他必要な者を置くことができる。 

２ 共創拠点推進機構に、次の各号に掲げる者を置く。 

（１）プロジェクトリーダー(以下「ＰＬ」という。) 

（２）副プロジェクトリーダー(以下「副ＰＬ」という。) 

（３）プロジェクトリーダー補佐(以下「ＰＬ補佐」という。) 

（４）その他、ＰＬが必要と認めた者 

３ ＰＬは、共創拠点推進機構および拠点事業全体の運営と研究開発活動を統括す

る。 

４ ＰＬはアートイノベーション推進機構本部会議の議を経て、本学職員からアー

トイノベーション推進機構長が指名する者をもって充てる。 

５ 副ＰＬ及びＰＬ補佐は、拠点事業の運営支援並びに研究開発活動の研究戦略・

企画等をサポートする。 

６ 副ＰＬは、拠点事業参画者のうち、本学職員からＰＬが指名する者をもって充

てる。 

７ ＰＬ補佐は、拠点事業参画者のうち、本学役職員からＰＬが指名する者をもっ

て充てる。 

 （推進委員会） 

第５条 共創拠点推進機構に、拠点事業の体制及び計画、その他必要な事項につい

て審議するため推進委員会を置く。 

２ 推進委員会の構成及び運営に関し必要な事項は、ＰＬが別に定める。 

（研究計画等の承認） 

第６条 本学における拠点事業の研究計画、体制、予算計画は、推進委員会の議を

経てＰＬが決定するものとする。 

（庶務） 

第７条 共創拠点推進機構および拠点事業に関する事務は、戦略企画課が行う。 

（雑則） 

令和４年３月３日 

制 定 



第８条 この要項に定めるもののほか、共創拠点推進機構および拠点事業の運営等

に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要項は、令和４年３月３日から施行する。 


